
一
頁 

 

凡
例 

 

 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
空
中
線
電
力
の
表
示
） 

（
空
中
線
電
力
の
表
示
） 

第
四
条
の
四 

（
略
） 

第
四
条
の
四 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
均
電
力

（
pY
）
を
も
つ
て
表
示
す
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
均
電
力

（
pY
）
を
も
つ
て
表
示
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

無
線
標
定
業
務
を
行
う
無
線
局
で
あ
つ
て
七
七
GHz
を
超
え
八
一
GHz
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備 

 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備 

 

八 

設
備
規
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無

線
局
の
送
信
設
備 

 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

次
に
掲
げ
る
用
途
に
応
じ
て
定
め
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空
中
線
電
力
に
適
合
す

る
も
の
（
以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う
。） 

二 

次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
用
途
、
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
並
び
に
空
中
線
電
力
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下

「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う
。） 

(1) 

テ
レ
メ
ー
タ
ー
（
(2)
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
用
、
テ
レ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
電

波
を
利
用
し
て
遠
隔
地
点
に
お
け
る
装
置
の
機
能
を
始
動
、
変
更
又
は
終
止
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
信
号
の
伝
送
を
い
う
。
）
用
及
び
デ
ー
タ
伝
送
（
主
に
符
号
に

よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
、
又
は
処
理
さ
れ
た
情
報
の
伝
送
交
換
を
い
う
。
(3)
及
び
(4)
に

規
定
す
る
も
の
並
び
に
(12)
に
規
定
す
る
ミ
リ
波
デ
ー
タ
伝
送
を
除
く
。
）
用 

(一) 

三
一
二
MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五
MHz
以
下
の
周
波
数 

(1) 

七
三
・
六
MHz
を
超
え
七
四
・
八
MHz
以
下
の
周
波
数 

(2) 

七
五
・
二
MHz
を
超
え
七
六
・
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(3) 
一
四
二
・
九
三
MHz
を
超
え
一
四
二
・
九
九
MHz
以
下
の
周
波
数 

(4) 
一
六
九
・
三
九
MHz
を
超
え
一
六
九
・
八
一
MHz
以
下
の
周
波
数 

(5) 

三
一
二
MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五
MHz
以
下
の
周
波
数 

(6) 

三
二
二
MHz
を
超
え
三
二
三
MHz
以
下
の
周
波
数 

携
帯
無
線
通
信 

Ｂ
Ｗ
Ａ 

7
9
G
H
z

レ
ー
ダ
ー 

複
合
・
そ
の
他 
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(二) 

四
一
〇
MHz
を
超
え
四
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(三) 

四
四
〇
MHz
を
超
え
四
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(四) 

九
一
五
MHz
を
超
え
九
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(五) 
一
、
二
一
五
MHz
を
超
え
一
、
二
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(2) 
医
療
用
テ
レ
メ
ー
タ
ー
（
病
院
、
診
療
所
そ
の
他
の
医
療
機
関
又
は
研
究
機
関
に

お
い
て
、
生
体
信
号
の
伝
送
を
行
う
テ
レ
メ
ー
タ
ー
を
い
う
。
）
用 

(一) 

四
一
〇
MHz
を
超
え
四
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(二) 

四
四
〇
MHz
を
超
え
四
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(3) 

体
内
植
込
型
医
療
用
デ
ー
タ
伝
送
（
体
内
無
線
設
備
と
体
外
無
線
制
御
設
備
と
の

間
で
行
う
医
療
の
用
に
供
す
る
デ
ー
タ
伝
送
を
い
う
。
）
用
及
び
体
内
植
込
型
医
療

用
遠
隔
計
測
（
体
内
無
線
設
備
が
得
た
情
報
を
体
外
の
受
診
設
備
に
対
し
て
自
動
的

に
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。）
用 

四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五
MHz
以
下
の
周
波
数 

(4) 

国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
伝
送
（
国
際
輸
送
用
貨
物
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四

第
五
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
管
理
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
伝
送
設
備
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
及
び
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
制
御
設
備
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

と
の
間
又
は
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
伝
送
設
備
相
互
間
の
デ
ー
タ
伝
送
を
い
う
。
）
用 

四
三
三
・
六
七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
の
周
波
数 

(7) 

四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五
MHz
以
下
の
周
波
数 

(8) 

四
一
〇
MHz
を
超
え
四
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(9) 

四
三
三
・
六
七
MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七
MHz
以
下
の
周
波
数 

(10) 

四
四
〇
MHz
を
超
え
四
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(11) 

八
〇
六
MHz
を
超
え
八
一
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(12) 

九
一
五
MHz
を
超
え
九
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(13) 

一
、
二
一
五
MHz
を
超
え
一
、
二
六
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(14) 

二
、
四
〇
〇
MHz
以
上
二
、
四
八
三
・
五
MHz
以
下
の
周
波
数 

(15) 

一
〇
・
五
GHz
を
超
え
一
〇
・
五
五
GHz
以
下
の
周
波
数
（
屋
内
に
お
い
て
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。） 

(16) 

二
四
・
〇
五
GHz
を
超
え
二
四
・
二
五
GHz
以
下
の
周
波
数 

(17) 

五
七
GHz
を
超
え
六
六
GHz
以
下
の
周
波
数 

(18) 

七
六
GHz
を
超
え
七
七
GHz
以
下
の
周
波
数 

(5) 

無
線
呼
出
用 

四
一
〇
MHz
を
超
え
四
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

 

(6) 

ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
（
(7)
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
用 

(一) 

七
三
・
六
MHz
を
超
え
七
四
・
八
MHz
以
下
の
周
波
数 

(二) 

三
二
二
MHz
を
超
え
三
二
三
MHz
以
下
の
周
波
数 

(三) 

八
〇
六
MHz
を
超
え
八
一
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

 

(7) 

補
聴
援
助
用
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
（
聴
覚
障
害
者
の
補
聴
を
援
助
す
る
た
め
の
音
声
そ

の
他
の
音
響
の
伝
送
を
行
う
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
を
い
う
。
）
用 

(一) 

七
五
・
二
MHz
を
超
え
七
六
・
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(二) 

一
六
九
・
三
九
MHz
を
超
え
一
六
九
・
八
一
MHz
以
下
の
周
波
数 

 

(8) 

無
線
電
話
用
（
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
に
使
用
す
る
も
の
及
び
(9)
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。） 

(一) 

四
一
〇
MHz
を
超
え
四
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 
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(二) 

四
四
〇
MHz
を
超
え
四
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(9) 

音
声
ア
シ
ス
ト
用
無
線
電
話
（
視
覚
障
害
者
の
歩
行
を
援
助
す
る
た
め
の
情
報

を
、
音
声
に
よ
つ
て
伝
達
す
る
無
線
電
話
を
い
う
。）
用 

七
五
・
二
MHz
を
超
え
七
六
・
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

 
(10) 

移
動
体
識
別
（
設
備
規
則
第
二
十
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

用 (一) 

九
一
五
MHz
を
超
え
九
三
〇
MHz
以
下
の
周
波
数 

(二) 

二
、
四
〇
〇
MHz
以
上
二
、
四
八
三
・
五
MHz
以
下
の
周
波
数 

 

(11) 

ミ
リ
波
レ
ー
ダ
ー
（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
波
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー

ダ
ー
で
あ
つ
て
、
無
線
標
定
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。）
用 

(一) 

六
〇
GHz
を
超
え
六
一
GHz
以
下
の
周
波
数 

(二) 

七
六
GHz
を
超
え
七
七
GHz
以
下
の
周
波
数 

(三) 

七
七
GHz
を
超
え
八
一
GHz
以
下
の
周
波
数 

 

(12) 

ミ
リ
波
画
像
伝
送
（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
波
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
画
像
伝
送

を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
用
及
び
ミ
リ
波
デ
ー
タ
伝
送
（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
波
帯
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
デ
ー
タ
伝
送
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
用 

五
七
GHz
を
超
え
六
六
GHz
以
下
の
周
波
数 

 

(13) 

移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
（
主
と
し
て
移
動
す
る
人
又
は
物
体
の
状
況
を
把
握
す
る

た
め
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
（
対
象
物
の
存
在
、
位
置
、
動
き
、
大
き
さ
等
）
を
高

精
度
で
取
得
す
る
た
め
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
無
線
標
定
業
務
を
行
う
も
の

を
い
う
。
）
用 

(一) 

一
〇
・
五
GHz
を
超
え
一
〇
・
五
五
GHz
以
下
の
周
波
数
（
屋
内
に
お
い
て
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
） 

(二) 

二
四
・
〇
五
GHz
を
超
え
二
四
・
二
五
GHz
以
下
の
周
波
数 

 

(14) 

動
物
検
知
通
報
シ
ス
テ
ム
（
国
内
に
お
い
て
主
と
し
て
動
物
の
行
動
及
び
状
態
に

関
す
る
情
報
の
通
報
又
は
付
随
す
る
制
御
を
す
る
た
め
の
無
線
通
信
を
行
う
も
の

を
い
う
。
）
用 

一
四
二
・
九
三
MHz
を
超
え
一
四
二
・
九
九
MHz
以
下
の
周
波
数 

 

三
～
五 

（
略
） 

三
～
五 
（
略
） 

六 

一
、
八
八
四
・
六
五
MHz
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
MHz
以
下
の
周
波
数
で
あ
つ
て
一
、

八
八
四
・
六
五
MHz
及
び
一
、
八
八
四
・
六
五
MHz
に
三
〇
〇
kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も

の
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
を
除
く
。
）
を
使
用
し
、
空
中
線
電
力
が
〇
・

六 

一
、
九
〇
六
・
二
五
MHz
以
上
一
、
九
〇
八
・
〇
五
MHz
以
下
又
は
一
、
九
一
五
・
八

五
MHz
以
上
一
、
九
一
八
・
二
五
MHz
以
下
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波

数
の
ほ
か
、
一
、
八
八
四
・
六
五
MHz
以
上
一
、
九
一
九
・
四
五
MHz
以
下
の
周
波
数
で
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〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波
の
型
式
及
び
用
途
に
適

合
す
る
も
の
（
無
線
通
信
を
中
継
す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
Ｐ
Ｈ
Ｓ

の
陸
上
移
動
局
」
と
い
う
。） 

あ
つ
て
一
、
八
八
四
・
六
五
MHz
及
び
一
、
八
八
四
・
六
五
MHz
に
三
〇
〇
kHz
の
整
数
倍

を
加
え
た
も
の
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
を
除
く
。）
を
使
用
し
、
空
中
線

電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波
の
型
式
及

び
用
途
に
適
合
す
る
も
の
（
無
線
通
信
を
中
継
す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
を
除
く
。
以

下
「
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
」
と
い
う
。） 

七
～
十 

（
略
） 

七
～
十 

（
略
） 

 
 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
陸
上
移
動
局 

二 

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
陸
上
移
動
局 

(1) 

（
略
） 

(1) 

（
略
） 

 

(2) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
二
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局

に
係
る
も
の 

 

(3) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局

に
係
る
も
の 

(2)
～
(16) 

（
略
） 

(4)
～
(18) 

（
略
） 

 

(19) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局
に

係
る
も
の 

三
～
九 

（
略
） 

三
～
九 

（
略
） 

十 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局 

十 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局 

 

(1) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

 

(2) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

(1)
～
(6) 

（
略
） 

(3)
～
(8) 

（
略
） 

(7) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規

定
す
る
技
術
基
準 

(9) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規

定
す
る
技
術
基
準
（
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。） 

(8) 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規

定
す
る
技
術
基
準 

(10) 
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規

定
す
る
技
術
基
準
（
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。） 

(9)
・
(10) 

（
略
） 

(11)
・
(12) 
（
略
） 
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五
頁 

  
 

（
簡
易
な
操
作
） 

（
簡
易
な
操
作
） 

第
三
十
三
条 

法
第
三
十
九
条
第
一
項
本
文
の
総
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
操
作
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
操
作
を
除
く
。 

第
三
十
三
条 

法
第
三
十
九
条
第
一
項
本
文
の
総
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
操
作
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
操
作
を
除
く
。 

一
～
五 
（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

次
に
掲
げ
る
無
線
局
（
適
合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
無

線
設
備
の
外
部
の
転
換
装
置
で
電
波
の
質
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
の
技
術
操
作 

六 

次
に
掲
げ
る
無
線
局
（
適
合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
無

線
設
備
の
外
部
の
転
換
装
置
で
電
波
の
質
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
の
技
術
操
作 

(1) 

基
地
局
（
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、

第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第

五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
フ
ェ
ム
ト
セ
ル
基
地
局
」
と
い
う
。） 

(1) 

基
地
局
（
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
設
備
規
則
第
四

十
九
条
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
又

は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技

術
基
準
に
適
合
す
る
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五

項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
送
信
バ
ー

ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
フ
ェ

ム
ト
セ
ル
基
地
局
」
と
い
う
。） 

(2)
～
(5) 

（
略
） 

(2)
～
(5) 

（
略
） 

七
・
八 

（
略
） 

七
・
八 

（
略
） 
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